
電子入札に係る留意事項（入札者用） 

 

【電子入札システム】 

１．基本的な事項 

 うるま市電子入札システムの操作は、インターネット環境及び事前設定が必要です。 

 詳しくは、うるま市電子入札ポータルページ内の「●初めて導入される方へ」にある各マニュアルをご

確認ください。 

【重要】IC カード・IC カードリーダの購入、パソコンの設定、利用者登録が必要です。 

    利用者登録に必要な「業者番号」と「商号又は名称」は電子入札の対象となる工種・ランクの業

者へ順次通知します。 

 

 うるま市で対応している入札方式は以下のとおりです。 

 マニュアル内の各入札方式については、以下の内容に置き換えた形で読み進めてください。 

 

 対応している入札方式 マニュアル内の表記 

【工事】 一般競争入札（事前審査型） 

一般競争入札（事後審査型） 

指名競争入札 

随意契約 

一般競争入札（標準型・施工計画審査型） 

一般競争入札（事後審査型） 

通常型指名競争入札 

随意契約、随意契約２ 

【コンサル】 一般競争入札（事前審査型） 

一般競争入札（事後審査型） 

指名競争入札 

随意契約 

公募型プロポーザル方式 

一般競争入札（標準型・施工計画審査型） 

一般競争入札（事後審査型） 

通常型指名競争入札 

随意契約、随意契約２ 

公募型プロポーザル、簡易公募型プロポーザル 

 

２．入札受付期間（要綱第 12 条関連） 

 （１）入札書受付開始日時は、開札日の前々日（２営業日前）の９時を原則とします。 

 （２）入札書提出締切日時は、開札日の前日（前営業日）の１５時を原則とします。 

【重要】案件によっては上記以外の期間設定となることがあります。必ず案件ごとに確認してください。 

    電子入札システムでの入札操作が可能な利用時間は以下のとおりです。 

    利用時間：平日８時００分から２２時００分まで 

 

３．紙入札を認める特例と紙入札の取扱について（要綱第 16 条、17 条関連） 

 紙入札はＩＣカード失効など特例の場合で、担当課にて承認されたときに限り参加ができます。 

 紙入札参加の手順は、別紙【電子入札における紙入札の入札執行マニュアル（入札者用）】をご参照く

ださい。 



 

４．内訳書等電子ファイルの作成について（要綱第 27 条関連） 

 （１）入札書と同時に提出する内訳書等について、添付できる電子ファイルの形式及び容量に指定があ

ります。 

 （２）内訳書は、入札金額と一致していなくても問題ありません。 

【重要】指定の拡張子、容量内で提出していない場合は担当課で内容を確認することができないため、入

札無効となります。ＺＩＰなどによる圧縮はせず、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社Ｏｆｆｉｃｅ製品で作

成されたもの及びＰＤＦファイル形式のファイルを合計容量３ＭＢ以内で提出してください。 

 

５．最低制限価格の決定（要綱第 21 条関連） 

 （１）最低制限価格は電子くじにより決定されます。 

 （２）算出の対象とする業者は、無効となった業者以外すべての業者を使用します。 

 

６．落札者の決定（要綱第 22 条関連） 

 （１）落札者が決定しましたら、落札者決定通知書が入札参加業者すべてに送信されます。 

 （２）落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、電子くじにより決定され、その結

果を電子入札システムにて公表します。 

 

７．再度の入札（要綱第 23 条関連） 

 開札の結果、落札者となるべき者がなく、再度の電子入札に付するときは、再度の電子入札の実施につ

いて電子入札システムにより通知をします。 

 開札に立ち会わない紙入札参加者に対しては、電話等の方法により通知するものとします。 

なお、再度の入札の入札書受付期間は、通知から３０分間とします。 

【重要】開札日は開札予定時刻から「◇落札者決定通知書到着のお知らせ」メールが届くまでは、電子入

札システム操作ができるようパソコンの前で待機していただくようご対応をお願いいたします。 

  



【情報公開システム】 

１．基本的な事項 

 うるま市情報公開システムの操作は、インターネット環境があればどなたでもご利用できます。 

 発注情報及び入札・契約結果情報は情報公開システムにて公開します。 

 

２．発注情報の確認 

公告及び発注図書等の確認、ダウンロードすることができます。 

 （１）パスワードが設定されている案件 

    入札方式によって確認方法が異なります。 

    指名競争入札：指名通知書に記載されています 

    一般競争入札：調達案件概要の条件２に記載されています 

 （２）発注図書の合計容量が１５ＭＢを超える案件 

    備考欄に添付資料を分割していることを記載の上、案件名に連番が振られ作成されます。 

    例）２５ＭＢの添付資料がある「○○○線交差点改築工事」案件の場合 

      案件名：○○○線交差点改築工事①、○○○線交差点改築工事② 

      備考欄：設計図書データは容量が大きいため、２つに分割しています。案件名で検索し、取

得してください。 など 

 

３．入札・契約結果情報の確認 

開札情報、最低制限価格の電子くじ結果及び、落札となるべき同価格の入札者が複数いる場合に行った

電子くじの結果を確認できます。 

 各結果は事務決裁後、情報公開システム及び契約検査課窓口にて公開します。 


